
市政記者各位 

4⽉1⽇から コンビニ交付⼿数料が通常の料⾦に戻ります
福岡市では、市⺠のみなさまの利便性向上及び区役所窓⼝の混雑緩和のため、コンビニ交付サー

ビスを推進しています。 

今年度は、コンビニ交付⼿数料を期間限定で⼀律10円に値下げしておりますが、4⽉1⽇からは
通常の料⾦に戻りますので、取得予定のある⽅が年度内にご利⽤いただけますよう、市⺠の皆様へ
の周知について、ぜひご協⼒をお願いいたします。 
 

○コンビニで取得できる証明書と⼿数料

証明書 
コンビニ交付⼿数料

利⽤時間 （参考） 
窓⼝交付 〜３/31 4/1〜 

住⺠票の写し 

10円 

250円 
毎⽇ 

午前6時半 
〜午後11時 

300円 

印鑑登録証明書 250円 300円 
所得証明書 
(個⼈市県⺠税の課税・⾮課税証明書) 250円 300円 

納税証明書（個⼈市県⺠税分） 250円 300円 

⼾籍全部(個⼈)事項証明書 400円 平⽇ 
午前9時 

〜午後5時 
450円 

⼾籍の附票の写し 250円 300円 

 

○利⽤⽅法・メンテナンス情報
利⽤にはマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。詳細は以下をご覧ください。
住⺠票・⼾籍・印鑑証明について

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/convinikoufu.html

税務証明について
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shido/life/zeiconvinikoufu.html 

令和６年２⽉21⽇ 
市⺠局 ⼾籍住⺠課 
財政局 納税企画課 

【問い合わせ先】 
○住⺠票・⼾籍・印鑑証明について

市⺠局 ⼾籍住⺠課 栗秋  ℡︓092-711-4073 
○税務証明について

財政局 納税企画課 柴⽥  ℡︓092-711-4205 

＜コンビニ交付サービスとは…＞ 

福岡市が発行する証明書（上表参照）が、全国約56,000店舗のコンビ

ニエンスストア等のマルチコピー機から取得できるサービスです。

身近なコンビニで、待たずに、窓口より安価に取得できることもあっ

て、福岡市では年々利用者が増加しており、上表の証明書のほぼ半数が

コンビニで発行されています。


